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国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則の一部改正新旧対照表（抜粋 （案））

新 旧

（略） （略）

（ ） （適用の範囲）介護休業の対象者
第３条 職員は，次の各号の一に該当する者で負傷，疾病，老 第３条 職員は，次の各号の一に該当する者で負傷，疾病，老
齢又は身体上若しくは精神上の障害により，２週間以上の期 齢又は身体上若しくは精神上の障害により，２週間以上の期
間にわたり日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護 間にわたり日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護
者」という ）の介護をするため，介護休業をすることがで 者」という ）の介護をするため，介護休業をすることがで。 。
きる。 きる。

( )～( )（略） ( )～( )（略）1 6 1 6

２ 期間を定めて雇用される職員にあっては，申請時点におい
て次の各号のいずれにも該当する者に限り，介護休業をする
ことができる。
( ) 本学職員として引き続き雇用された期間が１年以上であ1
ること。

( ) 介護休業開始予定日から９３日を経過する日（以下「９2
３日経過日」という ）を超えて引き続き雇用されること。
が見込まれること。ただし、９３日経過日から１年を経過
する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明ら
かである者を除く。
前 項の規定にかかわらず，職員が次の各号の一に該当す ２ 前項の規定にかかわらず，職員が次の各号の一に該当する３ ２

る場合は，この規則を適用しない。 場合は，この規則を適用しない。
( ) 日々雇用される職員 ( ) 日々雇用される職員1 1
（ ( ) 期間を定めて雇用される職員。ただし，大学の教員等の削除） 2

任期に関する法律（平成９年法律第８２号）に基づき，本
学が定める国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規
則（平成１６年４月１日制定）により雇用期間を定められ
ている職員については，この限りでない。

( ) 本学と職員の過半数を代表するものとの間で書面により ( ) 本学と職員の過半数を代表するものとの間で書面により2 3
締結された介護休業等に関する労使協定（第１２条におい 締結された介護休業等に関する労使協定（第１２条におい
て「介護休業協定」という ）により介護休業の対象から て「介護休業協定」という ）により介護休業の対象から。 。
除外することとされた次の職員 除外することとされた次の職員
イ 継続して雇用された期間が１年に満たない職員 イ 継続して雇用された期間が１年に満たない職員
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国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則の一部改正新旧対照表（抜粋 （案））

新 旧

ロ 介護休業 があった日から起算して 以内に雇 ロ 介護休業申出があった日から起算して３月以内に雇用申請 ９３日
用関係が終了することが明らかな職員 関係が終了することが明らかな職員

ハ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 ハ １週間の所定労働日数が２日以下の職員
４ 第２項の規定にかかわらず、国立大学法人鹿児島大学教員
の任期に関する規則（平成１６年４月１日制定）により雇用
期間を定められている職員については，雇用期間の定めのな
い職員とみなして本規則を適用する。

（略）
（略）

（介護休業の期間） （介護休業の期間）
第５条 介護休業の期間は，介護を必要とする要介護者１人に 第５条 介護休業の期間は，介護を必要とする要介護者１人に
つき， つき 連続する６月 非常勤職員にあっては３月 の期間 介要介護状態ごとに，通算６月間の範囲内（非常勤職員 ， （ ） （

職員が申請した期間 護休業開始予定日の翌日から起算して６月間（非常勤職員ににあっては通算９３日間の範囲内）で，
とする。 あっては３月間）を経過する日までをいう ）内で，職員が。

申請した期間とする。
２ 前項の規定にかかわらず，介護休業中に要介護者の死亡等 ２ 前項の規定にかかわらず，介護休業中に要介護者の死亡等
により介護をしなくなった場合，若しくは第３条第３項各号 により介護をしなくなった場合，若しくは第３条第２項各号
の規定に該当するに至った場合，介護休業は終了する。 の規定に該当するに至った場合，介護休業は終了する。

３ 介護休業中の職員は，介護休業期間が終了する２週間前ま ３ 介護休業中の職員は，介護休業期間が終了する２週間前ま
でに介護休業開始終了予定日変更申請書（別記様式第２号） でに介護休業開始終了予定日変更申請書（別記様式第２号）
を提出することにより，第１項に規定する限度内において， を提出することにより，第１項に規定する限度内において，
期間を延長することができる。 １回限り期間を延長することができる。

（略） （略）

国立大学法人鹿児島大学職員介護休業等規則の一部改正新旧対照表（抜粋 （案））

新 旧

（勤務時間の短縮等の措置） （勤務時間の短縮等の措置）
第１２条 職員が要介護者を介護するため請求した場合には， 第１２条 職員が要介護者を介護するため請求した場合には，

連続する６月（非常勤職員にあっては３月）の期間内に１日要介護者１人につき、通算６月間の範囲内（非常勤職員にあ
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１日の所定勤務時間内の の所定勤務時間内の始業の時刻から連続し，又は終業の時刻っては通算９３日間の範囲内）で，
始業の時刻から連続し，又は終業の時刻まで連続した４時間 まで連続した４時間の範囲内で，１時間単位で勤務時間の短
の範囲内で，１時間単位で勤務時間の短縮の措置を受けるこ 縮の措置を受けることができる。ただし，既に第５条に規定
とができる。ただし，既に第５条に規定する介護休業をした する介護休業をした場合は，介護休業開始予定日の翌日から
場合は， 起算して６月間（非常勤職員にあっては３月間）を経過する介護休業の日数も通算して６月間（非常勤職員にあ

日までの期間とする。っては９３日間）の範囲内とする。
２（略） ２（略）
３（略） ３（略）

４（略）４ 勤務時間の短縮等の措置中に、要介護者の介護事由が消滅
（深夜勤務の制限）した場合には，勤務時間の短縮等の措置は終了する。この場

第１３条（略）合において、職員は当該事由の生じた旨を遅滞なく届け出な
２（略）ければならない。
３（略）５（略）
（時間外勤務の制限）

（深夜勤務の制限） 第１４条（略）
第１３条（略） ２（略）
２（略） ３（略
３（略）
４ 深夜勤務制限期間中に要介護者の介護事由が消滅した場合
には，深夜勤務の制限期間は終了する。この場合において、
職員は当該事由の生じた旨を遅滞なく届け出なければならな
い。

（時間外勤務の制限）
第１４条（略）
２（略）
３（略
４ 時間外勤務制限期間中に要介護者の介護事由が消滅した場
合には，時間外勤務の制限期間は終了する。この場合におい
て、職員は当該事由の生じた旨を遅滞なく届け出なければな
らない。

附 則
この規則は，平成１７年 月 日から施行する。


